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子育て世代包括支援センターの開設について 

 

 

１．制度の法定化 

地域のつながりの希薄化等により、妊産婦・母親の孤立感や負担感が高まってい

る中、妊娠期から子育て期までの支援は、関係機関が連携し、切れ目ない支援を実

施することが重要となっている。 

(1) 母子保健法の改正により妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を行

う「子育て世代包括支援センター」が新たに規定され、国では平成 32年度末

までに全国展開を図るとしている。 

(2) 児童福祉法の改正により、市町村は児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、

情報提供、相談・指導、関係機関との連絡調整等の支援を一体的に提供する拠点

の整備に努めることとされている。 

 

２．本市の子育て相談等に関する状況 

(1) 地域の子どもの減少、核家族世帯の増加により、子ども同士、母親同士の交流

や遊びの場、相談支援のニーズが高まっている。 

(2) 子育て相談や支援の窓口は、子育て相談ふれあいセンター（乳幼児期の子育

て）、保健センター（母子保健）、本庁舎（離婚、ひとり親、貧困、DV・虐待等）

など分散しており、相談者の利便性や一体的・継続的な支援体制に課題がある。 

 

３．子育て世代包括支援センターの開設 

平成30年4月の中島保育所の民間移管に伴う子育て相談ふれあいセンターの廃

止、および平成 30年 12月の生涯学習センター「きらん」の開設（サンキッズの

廃止）を見据えて子育て世代包括支援センターを開設。 

 (1) 開設年月 平成30年4月 

 (2) 実施場所 保健センター５階（現サンキッズ） 

 (3) 専門職員 保健師、保育士、家庭児童相談員・家庭教育セミナー指導員（教

員）、母子・父子自立支援員 計10人程度 

 

子育てに関する相談支援窓口の一体化と充実により、 

◎ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない 

ワンストップ支援拠点を実現 
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２．子育て相談・支援事業等の現状と今後 

 施 設 主な事業内容等 備 考 

平成29年度 

①子育て相談ふれあいセンター 

（中島保育所内） 

▸ 相談、講座等 

▸ 親子交流の場の提供 

▸ 子育て情報の提供・発信 

▸ 子育てサークル・サロンな

どへの支援 

▸ 保育士配置 

▸ 中島保育所の民間移管によ

り平成29年度末で廃止 

②子育て支援センターらんらん 

（常盤保育所内） 
同上 ▸ 福祉事業協会に業務委託 

③つどいの広場「サンキッズ」 

（保健センター５階） 
▸ 親子の交流・遊び場 

▸ 月・水・金、第2・4土曜日 

 10時〜16時開設 

▸ 平成29年度末で廃止 

④子育て支援課家庭児童相談室 

（本庁舎内） 

▸ 離婚、ひとり親、貧困、DV・

虐待等の相談支援 

▸ 要保護児童地域対策協議会 

▸ 家庭教育セミナー 

▸ 母子・父子自立支援員配置 

▸ 教員配置 

⑤健康推進課 

（保健センター３階） 
▸ 母子保健全般 ▸ 保健師対応 

平成30年度 

①子育て世代包括支援センター 

（保健センター５階） 

▸ 子育て相談、講座等 

▸ 親子交流の場の提供 

▸ 子育て情報の提供・発信 

▸ 子育てサークル・サロンな

どへの支援 

▸ 離婚、ひとり親、貧困、DV・

虐待等の相談支援 

▸ 要保護児童地域対策協議 

▸ 家庭教育セミナー 

▸ 平成30年4月開設 

▸ 保育士、保健師、教員、母

子・父子自立支援員配置 

▸ 開設日・時間 

(1) 相談等 月～金曜日  

8時45分〜17時15分 

(2) ルーム開放 

  月～金曜日 10時〜16時 

※平成 30年 12月の生涯

学習センター開設までは

第2・4土曜日も開放 

②子育て支援センターらんらん 

（常盤保育所内） 
現行どおり 現行どおり 

③生涯学習センター「きらん」 
▸ 子どもの遊び場 

▸ 多世代交流の場 

▸ 平成30年12月開設予定 

▸ 遊び場機能等の充実 

 


